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【課題】                          【方向性】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 自転車ネットワーク路線 

播磨町自転車ネットワーク計画について 

自転車は、環境に優しい交通手段であり、災害時の移動・輸送や、健康の増進、交通の混雑の緩和

等に資するものであることから、国全体で環境、交通、健康増進等が重要な課題となっている現状に

おいて、自転車の活用の推進に関する施策の充実が一層重要となっています。このような状況の中、

平成 29 年度に自転車活用推進法が施行され、平成 30 年 6 月に国土交通省は「自転車活用推進計画」

を策定しています。 

本計画は、播磨町の地域の実情に応じて、交通安全の確保を図りつつ自転車の利用を増進すること

を目的として自転車ネットワーク計画を策定しました。 

■ 計画策定の背景及び目的 
 

対象路線は、国・県道、都市計画道路、主要町道のうち、「播磨町都市計画マスタープラン（立地

適正化計画）」で「主な道路（主要幹線道路、幹線道路、補助幹線道路）」とされる路線（現道が無

い路線を除く）を対象として、「安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン（2024 年［令和 6

年］6 月）」（以下、「国ガイドライン」と表示）における自転車ネットワーク路線の選定項目を踏

まえ、本町における自転車ネットワーク路線の選定要件を以下のとおりに設定しました。 

これらの選定要件を重ね合わせ、かつ自転車ネットワークの連続性を考慮して、自転車ネットワー

ク路線を選定しました。 

■ 計画の方向性 

＊「自転車ネットワーク路線」とは、自転車の車道通行を基本とし、安全かつ円滑な交通を
確保できる空間を連続的に提供する自転車ネットワークを構成する路線をいいます。 

自転車ネットワーク

Ｂ：自転車関連事故が多い路線 

Ａ：自転車利用拠点が多く立地する路線 

Ｅ：新たに施設立地が予定されている路線 

Ｇ：連続性確保のために必要な路線 

Ｃ：自転車通学での利用が多い路線 
自転車ネットワーク路線選定結果 

Ｆ：既に自転車通行空間が整備されている路線 

Ｄ：自転車の利用需要が多い路線 
 

＜ 重ね合わせの概念図 ＞ 
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住民の安全な歩行環境の創出や美し
い街並みとするために、行政・事業
者・住民が一体となり、放置自転車が
多いエリアを対象とした規制強化や
放置自転車防止の啓発・指導を重点的
に行うことで、放置自転車の無い美し
いまちづくりを推進します。 

住民が安全・安心して自転車が利用で
きるように、自転車による交通需要の
多い路線や自転車でよく利用される
施設、自転車関連事故の発生状況を踏
まえて、「自転車ネットワーク路線＊」
を選定し、全ての人が利用しやすい自
転車利用環境づくりを推進します。 

住民の自転車利用の安全意識の向上
を図るために、自転車を利用する際の
交通ルールやマナー等を周知・啓発し
ていくことで、安全な自転車利用環境
の創出を推進します。歩行者や自転車
利用者に対しても、それぞれに対する
配慮を持った行動を取ることにより、
事故防止に配慮した環境づくりを推
進します。 

自転車関連事故は近年減少傾向であるもの
の、依然として事故は発生していることから、
事故の発生を未然に防ぐ対策などを講じてい
く必要があります。 

本町では、駅の周辺が放置自転車禁止区域に
指定されており、区域周辺には駐輪場が整備
されているものの、依然として放置自転車が
残っています。このため、公営・民営の駐輪
場が複数ある利点を活かして、駐輪場への利
用案内を重点的に行うことで、放置自転車を
抑制していく必要があります。 

本町では、主に 0～24 歳以下の若年層や 65 歳
以上の高齢者の自転車関連事故が特に多くな
っていることから、この年代をターゲットと
した自転車利用に関する交通ルールや交通マ
ナーを周知・啓発を図ることで、安全な自転
車利用を推進していく必要があります。 

JR 土山駅や山陽電鉄播磨町駅周辺には、主要
な自転車利用拠点や自転車通行量が多く、交
通需要が多いことから、これらの主要施設に
対して、安全・快適にアクセスでき、自動車・
歩行者・自転車が共存できるような自転車通
行空間の創出が必要となります。 

【選定要件】 

＜ 自転車ネットワーク路線 ＞ 
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■ 整備形態選定の考え方 

＜ 本町における自転車ネットワーク路線の整備形態 ＞ 

本町における自転車ネットワーク路線の整備形態は、「国ガイドラインによる分類」を基本として、

自転車通行空間（主に路肩）が確保されているか、自転車台数や自転車関連事故が多い「整備必要性

が高い」等の観点から、選定を行いました。 

自転車ネットワーク路線の整備形態検討の流れは、以下のとおりです。 

まず、選定した自転車ネットワーク路線を対象として、国ガイドラインにおける整備形態の考え方

に則した整備形態の選定を行った上で、道路状況を踏まえた現道幅員内での整備を原則とした、本町

における自転車通行空間整備の考え方を踏まえ、整備形態を検討しました。また、今後 10 年以内で

の早期の整備実現性を考慮し、自転車ネットワーク路線の選定において、複数の要件に合致する重要

性の高い路線を抽出し、当面の整備区間を選定しました。 

■ 自転車ネットワーク路線の整備形態 

＜ 国ガイドラインにおける自転車通行空間の整備形態 ＞ 

＜ 本町における整備形態検討の流れ ＞ 

■ 整備形態の選定結果 

＜ 当面の整備区間及び整備形態 ＞ 

自転車ネットワーク路線の整備形態 

国ガイドラインにおける整備形態選定の考え方 

自転車ネットワーク路線 

自転車ネットワーク路線の当面の整備区間 

優先整備路線の抽出 

整
備
形
態
の
選
定 

当
面
の
整
備 

区
間
の
選
定 

「車道を通行する自転車」の安全を確保するとい

う観点から、国ガイドラインに則して自動車の速

度（規制）及び自動車交通量を目安に整備形態を

選定する考え方 

本町における自転車通行空間整備の考え方 

道路状況を踏まえ、現道幅員内での整備を原則と

して、現実的な幅員構成の変更も含めた考え方 

早期の整備実現性を考慮し、自転車ネットワーク

路線の選定において、複数の要件に合致する重要

性の高い路線を抽出 

※1）「通行空間」とは、基本的に路肩を指す。
但し、中央帯等を路肩に変更するなど、

幅員構成の変更が可能な場合において
は、変更後の路肩幅員を指す。 

※2）「整備必要性が高い」とは、自転車と歩

行者が錯綜する道路等であり、以下に示
す条件に 1 つでも該当する道路とする
が、関係機関と十分な協議、調整を実施

した上で設定した。 
・自転車利用が多い路線 
（目安：500 台/日 12h 以上） 

・自転車関連事故が多い路線 
（目安：5年で 10 件/km 以上） 

＜ 自転車ネットワーク路線の整備形態 ＞ 

※ 自転車ネットワーク路線の当面の整備区間
は、今後の詳細検討や関係機関との協議等に
より、内容を変更する場合があります。 

 

Yes 

自転車道 自転車専用通行帯 
（自転車レーン） 

車道混在 暫定整備済区間 
（旧ガイドラインに基づく） 

 

国ガイドラインによる分類 

自転車道 自転車専用通行帯 車道混在 
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